
（様式６） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 

 

処分基準（不利益処分関係） 

 

資料番号 １４ 担当課 県民生活課 

法令名 消費生活協同組合法 根拠条項 12の2－3 
不利益処

分の種類 

共済代理店に対する業 

務改善及び共済契約の 

募集の停止の命令 

○消費生活協同組合法（昭和23 年法律第200 号） 

 

（共済契約） 

第12 条の２ １・２（略） 

３ 保険業法第 283 条の規定は共済事業を行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う

組合の共済代理店（組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行

う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。）並びにその役員及び

使用人が行う当該共済事業を行う組合の共済契約の募集について、同法第 294 条第３項の規定

は共済契約の募集を行う共済事業を行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合

の共済代理店並びにその役員及び使用人について、同法第295 条の規定は共済代理店について、

同法第300 条（第１項ただし書を除く。）の規定は共済事業を行う組合及びその共済代理店（こ

れらの者の役員及び使用人を含む。）について、同法第305 条第１項、第306 条及び第307 条

第１項（第 3 号に係る部分に限る。）の規定は共済代理店について、同法第 309 条の規定は共

済事業を行う組合に対し共済契約の申込みをした者又は共済契約者が行う共済契約の申込みの

撤回又は解除について、同法第311 条の規定はこの項において準用する同法第305 条第１項の

規定による立入り、質問又は検査をする職員について、それぞれ準用する。この場合において、

同法第294 条第３項第３号、第295 条、第300 条第１項第７号及び第９号並びに第309 条第

１項第１号、第２項、第３項、第５項及び第６項中「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、

同法第300 条第1 項中「、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に

係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為」と

あるのは「又は共済契約の募集」と、「自らが締結した又は保険募集を行った団体保険に係る保

険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関して

は第１号に掲げる行為（被保険者に対するものに限る。）に限り、次条に規定する特定保険契約」

とあるのは「消費生活協同組合法第 12 条の３第１項に規定する特定共済契約」と、「同号」と

あるのは「第１号」と、「契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすことと

なる」とあるのは「契約条項のうち」と、同項第8 号中「特定関係者（第100 条の３（第272 

条の 13 第 2 項において準用する場合を含む。第 301 条において同じ。）に規定する特定関係

者及び第 194 条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社と

する保険持株会社及び少額短期保険持株会社（以下この条及び第 301 条の２において「保険持

株会社等」という。）、当該保険持株会社等の子会社（保険会社等及び外国保険会社等を除く。）

並びに保険業を行う者以外の者をいう。）」とあるのは「子会社等（消費生活協同組合法第53 条

の２第２項に規定する子会社等をいう。）」と、同条第２項中「第４条第２項各号、第 187 条第

３項各号又は第 272 条の２第２項各号に掲げる書類」とあるのは「定款又は消費生活協同組合

法第26 条の３第１項に規定する規約」と、同法第305 条第１項及び第306 条中「内閣総理大

臣」とあるのは「行政庁」と、同法第 307 条第１項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」

と、「次の各号のいずれかに該当するときは、第 276 条若しくは第 286 条の登録を取り消し、

又は」とあるのは「第３号に該当するときは、」と、「業務の全部若しくは一部」とあるのは「共

済契約の募集」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

 

 



（様式６） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 

 

処分基準（不利益処分関係） 

 

資料番号 １４ 担当課 県民生活課 

法令名 消費生活協同組合法 根拠条項 12の2－3 
不利益処

分の種類 

共済代理店に対する業 

務改善及び共済契約の 

募集の停止の命令 

 

保険業法（読替え後） 

（業務改善命令） 

第 306 条 行政庁は、特定保険募集人又は保険仲立人の業務の運営に関し、保険契約者等の利益

を害する事実があると認めるときは、保険契約者等の保護のため必要な限度において、当該特定

保険募集人又は保険仲立人に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずること

ができる。 

 

（登録の取消し等） 

第307 条 行政庁は、特定保険募集人又は保険仲立人が第３号に該当するときは、６月以内の期間

を定めて共済契約の募集の停止を命ずることができる。 

一（略） 

二（略） 

三 この法律又はこの法律に基づく行政庁の処分に違反したとき、その他保険募集に関し著しく不

適当な行為をしたと認められるとき。 
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